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和

三

年

三

月

五

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

県
民
生
活
課)

九
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

九
七

○
岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

治

山

課)

九
八

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

九
八

○
土
岐
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(
都
市
整
備
課)

九
八

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

広

報

課)

九
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

健
康
福
祉
政
策
課)

九
九

規

則

岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
号

岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
年
岐
阜
県
規
則
第
百
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
号

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
三
月
五
日



一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

山
県
市
大
字
西
深
瀬
字
森
五
六
六

番
二
地
先
か
ら

同

市
大
字
同

字
同
五
二
五

番
一
地
先
ま
で

山
県
市
大
字
西
深
瀬
字
宮
原
六
四

八
番
一
五
地
先
か
ら

同

市
大
字
同

字
森

五
二

五
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
一
号
の
二
様
式
中｢

(署
名
)
｣

を
削
る
。

別
記
第
一
号
の
三
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中｢

(署
名
)
｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
の
二
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
及
び
別
記
第
九
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
八
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
八
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
岐
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

土
岐
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
一
号

土
岐
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
一
号

土
岐

市
停
車
場
線
、
土
岐
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
五
・
五
号

新
土
岐
津
線
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三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日
か
ら

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
県
政
広
報
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
番
組
の
制
作
・
放
送
委
託
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
１
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
２
年
４
月
１
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
橋
本
町
二
丁
目
52番
地

株
式
会
社
岐
阜
放
送

代
表
取
締
役
社
長
山
本
耕

６
契
約
金
額
44,194,189円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
広
報
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
及
び
数
量
岐
阜
県
健
康
科
学
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
電
気

(予
定
数
量
)
2,377,000kW

h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
２
年
12月
15日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
１
月
29日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
大
谷
真
哉

６
落
札
金
額
36,021,250円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
保
健
環
境
研
究
所
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
各
務
原
市
那
加
不
動
丘
一
丁
目
１
番
地
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令
和
三
年
三
月
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社
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